
必要添付書類について 
 

次のような場合には関係機関へ必要書類提出の上、区役所へ防犯灯設置（希望）位置図と関係機関 
から交付された書類の添付が必要になります。 

今年度から、公道上の東電柱を使用する場合についても「道路占用許可申請書」等の 

提出が必要となりましたのでよろしくお願いいたします。 

  
 
 

１ 公道上の東電柱を使用する場合 
 
（１）準備書類 

 書類名 入手先 
１ 道路占用許可申請書２通 
２ 道路占用料減免申請書１通 

港北土木事務所（〒222-0031 太尾町 1869 Tel 531-7361） 

３ 防犯灯の構造図面 港北区役所地域振興課（〒222-0032 大豆戸町 26-1 Tel 540-2234） 
４ 防犯灯設置（希望）位置図の写し 適宜位置図をコピー 

 
 
（２）提出先 

提出先 提出書類 
道路占用許可申請書２通 
道路占用料減免申請書１通 
防犯灯設置（希望）位置図の写し 

港北土木事務所 

防犯灯の構造図面 
防犯灯設置（希望）位置図 

区役所地域振興課 
道路占用許可書(土木事務所に必要書類を提出後交付される)の写し 

 
  
 
２ 公道上の NTT 柱等※を使用する場合 

※NTT 柱等：「NTT   」の表示がある電柱と 600 番台以上の東電柱。但し、「NTT  」の表示がある電柱でも

東電所有の場合があるので、NTT 東日本－神奈川に確認してください。 

 

（１）準備書類 
 書類名 入手先 
１ NTT 添架申請書兼契約書２通 
２ 添架申請電柱状況写真〈工事前〉 
３ 工事着工届 
４ 工事完了届 
５ 添架申請電柱状況写真〈工事後〉 

NTT 東日本－神奈川設備部アクセス部門渉外管理センタ 占用担当 
（〒232-0018 南区花之木町 3-54 Tel 714-7591）に連絡し書類を送付し

てもらう。 

６ 道路占用許可申請書２通 
７ 道路占用料減免申請書１通 

港北土木事務所（〒222-0031 太尾町 1869 Tel 531-7361） 

８ 防犯灯の構造図面 港北区役所地域振興課（〒222-0032 大豆戸町 26-1 Tel 540-2234） 
９ 防犯灯設置（希望）位置図の写し 適宜位置図をコピー 
 

 



 
（２）提出先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 民有地内の NTT 柱等を使用する場合 
 
（１）準備書類 

 書類名 入手先 
１ NTT 添架申請書兼契約書２通 
２ 添架申請電柱状況写真〈工事前〉 
３ 工事着工届 
４ 工事完了届 
５ 添架申請電柱状況写真〈工事後〉 
６ 私有地線条添架使用同意書 

NTT 東日本－神奈川設備部アクセス部門渉外管理センタ 占用担当 
（〒232-0018 南区花之木町 3-54 Tel 714-7591） 

 
 
 
（２）提出先 

提出先 提出書類 
NTT 添架申請書兼契約書 2 通（後日、1 通が返送されます） 
添架申請電柱状況写真＜工事前＞ 
※水平、直角の２方向から電柱を撮影し、所定の用紙に貼付 

工
事
前 

私有地線条添架使用同意書 

添架工事完了届 

添架工事着工届 

NTT 東日本－神奈川 設備部

アクセス部門渉外管理センタ 

占用担当 
工
事
後 添架申請電柱状況写真〈工事後〉 

※水平、直角の２方向から電柱を撮影し、所定の用紙に貼付 
防犯灯設置（希望）位置図 
NTT 添架申請書兼契約書（返送されてきたもの）の写し 区役所地域振興課 
私有地線条添架使用同意書の写し 

 
 
 
 

提出先 提出書類 
道路占用許可申請書２通 
道路占用料減免申請書１通 
防犯灯設置（希望）位置図の写し 

港北土木事務所 

防犯灯の構造図面 
NTT 添架申請書兼契約書 2 通（後日、1 通が返送されます） 
添架申請電柱状況写真＜工事前＞ 
※水平、直角の２方向から電柱を撮影し、所定の用紙に貼付 

工
事
前 

道路占用許可書(土木事務所に必要書類を提出後交付される)の写し 
添架工事完了届 
添架工事着工届 

NTT 東日本－神奈川 設備部

アクセス部門渉外管理センタ 

占用担当 
工
事
後 添架申請電柱状況写真〈工事後〉 

※水平、直角の２方向から電柱を撮影し、所定の用紙に貼付 
防犯灯設置（希望）位置図 
NTT 添架申請書兼契約書（返送されてきたもの）の写し 区役所地域振興課 
道路占用許可書(土木事務所に必要書類を提出後交付される)の写し 

 



４ 鋼管ポールを公道に設置する場合 
 
（１）準備書類 

 書類名 入手先 
１ 道路占用許可申請書２通 
２ 道路占用料減免申請書１通 

港北土木事務所（〒222-0031 太尾町 1869 Tel 531-7361） 

３ 防犯灯の構造図面 港北区役所地域振興課（〒222-0032 大豆戸町 26-1 Tel 540-2234） 
４ 防犯灯設置（希望）位置図の写し 適宜位置図をコピー 

 
 
 
（２）提出先 

提出先 提出書類 
道路占用許可申請書２通 
道路占用料減免申請書１通 
防犯灯設置（希望）位置図の写し 

港北土木事務所 

防犯灯の構造図面 
防犯灯設置（希望）位置図 

区役所地域振興課 
道路占用許可書(土木事務所に必要書類を提出後交付される)の写し 

 

 
 
５ 鋼管ポールを民有地に設置する場合 
 
（１）準備書類 

 書類名 入手先 

１ 土地利用承諾書 区役所地域振興課（〒222-0032 大豆戸町 26-1 Tel 540-2234）。但し、

様式の指定はないので、自治会町内会で作成しても構いません。 
 
 
（２）提出先 

提出先 提出書類 
防犯灯設置（希望）位置図 

区役所地域振興課 
土地利用承諾書の写し 

 


